桂ケ丘自治会防犯カメラの設置及び運用に関する規程
１．目的
本規定は、防犯カメラによる犯罪防止への有用性と住民の容貌や行動がみだりに撮影されないなどのプライバシーの保護との調和を旨に、防犯カメラを設置及び運用するにあたっての留意すべき事項を規定するものである。

２．定義
（１）防犯カメラ
犯罪の防止を主な目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能を有するものをいう。
（２）対象空間
団地内から県道多治見白川線につながる出入り口の道路で、誰もが自由に利用又は通行できる空間を対象としている。
（３）画像
防犯カメラにより撮影又は記録されたものである。

３．管理体制
（１）管理責任者の指定
適切な管理を図るため、防犯カメラの管理者は自治会長がこれにあたる。
（２）取扱者の指定
管理者は、防犯カメラ、モニター又は記録装置を設置する場合は、その機器の操作や画像の視聴を行う取扱者（以下「取扱者」という。）を指定する。この場合、取扱者は管理者とは別のものを指定し、管理者及び指定された取扱者以外の機器の操作や画像の視聴を禁止する。取扱者は各年度自治会防犯部長とする。

４．防犯カメラの設置及び運用
（１）設置及び運用の制限
設置者（自治会長）は、防犯カメラ設置及び運用にあたって、犯罪の防止効果を高めるとともに不必要な個人の画像の撮影を防ぐために、設置箇所及び撮影範囲を必要最小限に定めるものとし、特定の個人又は車、物を遠隔操作等で継続して追跡撮影を行わないものとする。
（２）設置の明示
設置者は、防犯カメラの設置及び運用に当たって、設置区域や出入口やその区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置していることを明示する。

５．画像の取り扱い
（１）秘密の保持
設置者、管理者及び取扱者（以下「設置者など」という。）は、防犯カメラの画像から知り得た情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために利用しないものとする。また、その職を退いた後も同様とする。
（２）画像の利用及び提供の制限
警察機関から犯罪・事故捜査目的などによる要請を受けた場合（ただし、捜査機関が画像の提供を求める場合は文書によるものとする）に限定する。



（３）画像の閲覧・提供時の身元確認
設置者などは、画像の閲覧・提供にあたっては、相手先に身分証明書の提供を求める等身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行なった日時、相手先、目的、理由、画像の内容などを記録するものとする。
（４）画像の適正管理
設置者などは、画像の漏えい、減失、き損、流失及び改ざんの防止などその他の画像の適正な管理のために次の点に留意し、必要な処置を講ずる。
・画像をチェックする場合には、当該画像を加工してはならないし、チェック後は直ちに消去する。

６．苦情などの対応
管理責任者は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

７．個人情報の保護に関する法律の厳守
防犯カメラにより撮影又は記録された画像は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の個人情報に該当する可能性があることから、設置者が個人情報を取り扱う場合は、同法の規定の基づき、適正に取り扱うものとする。

８．設置・適用要領
（１）２４時間録画可能な監視カメラを桂ケ丘南北の入り口２箇所に設置
（２）画像は２週間録画し、その後は上書き録画により自動更新
（３）可児警察署生活安全課の指導により、県道多治見白川線方面からの自動車の出入りを監視
し、住宅は一切写さない。
（４）原則非公開で警察機関から要請があった場合のみ画像を提供する。
　　　（ただし捜査機関が画像の提供を求める場合は文書によるものとする。）

９．取り扱いの周知徹底
設置者は、管理者及び取扱者に対して、設置・運用要領において、画像の適正な取り扱いに
ついて、周知徹底を図るとともに、定期的かつ必要に応じて研修会を実施するなど適切な指導を行なうものとする。

１０．保守点検
設置者などは、防犯カメラが適正に作動するよう、定期的に保守点検を行なうものとする。また、パソコンで防犯カメラの画像を取り扱う場合は、パソコンのコンピュータウィルス対策に十分な配慮をするものとする。点検時に画像をチェックする場合は、管理者または取扱者が必ず立会って行い、録画などを一切しない。


附　則
本規程は、平成２７年４月　１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　２年３月２２日　改定




